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第１章 水防計画 ／県土整備部、市町村

１ 水防体制

○本県の水防を統括する組織として、知事を本部長とする水防本部を県土整備部河川課に常時

設置しています。各総合事務所（県土整備局）は、現地指導隊として、各市町村と連携して

水防に当たります。なお、水防本部は、県災害対策本部の設置時にはこれに統合されます。

○水防管理団体である市町村は、消防団を水防活動に当たらせます。

２ 水防活動

○国、県は、水防警報を発表し関係機関に伝達します。消防団は水防警報（待機、準備、出動、

指示、解除）に応じて水防活動を実施します。

○国、県は、気象庁と共同で洪水予報を発表し伝達します。

○国、県は、河川の水位を周知し伝達します。

第２章 緊急時のダム管理 ／農林水産部、県土整備部、企業局ほか

○ダム管理者は、放流等の措置状況について、市町村、県等の関係機関に伝達します。

第３章 ため池・樋門の応急対策 ／農林水産部、県土整備部、市町村

○ため池・樋門の管理者は、水位の変動を監視し、住民に情報提供・注意喚起を行うと共に、

必要に応じて消防団等による応急措置を実施します。

洪水の

危険レベル

・逃げ遅れた住民の救助等

レベル５ ▼ はん濫の発生 ・新たにはん濫が及ぶ区域の住民の避難誘導

レベル４ ▼ 計画高水位

はん濫危険水位

▼ （危険水位） ・住民の避難完了

レベル３ 避難判断水位 ・市町村は避難勧告等の発令を判断

▼ （特別警戒水位）・住民は避難を判断

・市町村は避難準備情報（要援護者避難情報）発令を判断

レベル２ はん濫注意水位 ・住民は、はん濫に関する情報に注意

▼ （警戒水位） ・水防団出動

水防団待機水位

▼ （通報水位） ・各水防機関が水防活動について準備する水位
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